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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私は、事業主として安全を第一に不安全行動を無くし、労働者が

安心して働き笑顔で帰宅する職場づくりを目指します。

１．作業打ち合わせと危険予知活動の実施

２．作業手順に基づいた作業の実施

３．予定外作業の禁止

私たち労働者は、事業主の宣言に基づき、不安全行動を行わない

労働災害防止の行動を実施します。

１．作業に合致した危険予知活動実施と周知

２．作業手順の確認と遵守 更に巡視の徹底

３．予定外作業が生じた場合は指示と新たな手順書に基づき

作業を行う


